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　　　　はじめに

　本稿の課題は，私が行った合計108日間の参与観察に基づき，電機産業における構内請負労働の
実態を解明することである。具体的には，構内請負労働者が請負発注企業の正社員と同様のライン
労働を行っていること，すなわち正社員と混在して働き，正社員と同様に持ち場の移動を行い，正
社員と同様に機種の変更に対応していることを解明する。
　構内請負労働とは，構内請負企業で雇用される構内請負労働者が，請負発注企業の構内で請負労
働を行う労働形態のことである。本稿では構内請負労働を請負労働に，構内請負企業を請負企業に，
構内請負労働者を請負労働者に，請負発注企業を発注企業に略記する。
　製造業における構内請負は，高度成長期と現在とを比較すると，その特徴に変化があったように
思われる。
　高度成長期の構内請負は，主に鉄鋼業と造船業で活用された。当時の請負労働者は無期雇用であ
り，ある程度の熟練を身に付けていて，中小企業の本工よりも高い賃金を得ていた。また女性の労
働者はほとんどいなかった（神奈川県労働部労政課［1963］，小林［2001：198-199］）。
　現在の構内請負は，最近のアンケート調査（白井［2001］，電機連合［2001：第1部］，厚生労働
省［2002］，佐藤・木村［2002］，佐藤他［2003］）⑴の結果によれば，電機産業と自動車産業という
量産組立産業で主に活用されている⑵。請負労働者のほとんどは有期雇用であり，作業内容は単純
作業で賃金は低い。若年層の男女が主体である。

■ 論　文

電機産業における
構内請負労働の実態

戸室　健作
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑴ 　これらアンケート調査の実施方法等についての簡単な説明は，本稿末尾の引用文献一覧における注記を参照

のこと。
⑵ 　白井［2001:236］は，請負企業へ，売上高が一番の業種は何かと質問している。その質問に42%が「自動車・

同部品」，38%が「電機電子・同部品」と答えている。電機と自動車で80％を占めている。



　18 大原社会問題研究所雑誌　№ 550･551 ／ 2004.9･10 19　

　このような現在の特徴を持つ請負企業は80年代後半に相次いで設立され，急成長を遂げてきた。
電機連合［2001 ： 23］によると，現在，電機産業で請負労働者を活用する事業所は64.3％に上る。
また佐藤他［2003：14］によると，発注企業の生産部門における労働者構成は，平均で見て「正社
員」が229.7人に対して「請負労働者」は133.0人である。請負労働者は既に正社員の約6割に上る。
これに比べると「パート・アルバイト・臨時」は24.9人とわずかである。そして今後も請負労働者
の拡大が予想されている。
　このように，現在，自動車産業と電機産業の多くの生産部門において，かなりの割合で請負労働
者が活用されていると思われる。そこで本稿では電機産業を調査対象とし，そこでの請負労働者の
実態を解明する。
　本稿は研究方法に参与観察（Participant Observation）を採用した。参与観察とは，自ら調査対
象の集団に参加することを通して，集団内の日常の様子を多面的に把握する方法である⑶。私が，
アンケート調査でも聞き取り調査でもなく，参与観察を採用した理由は以下の2点である。
　理由①　最近のアンケート調査は，上記のような特徴を明らかにしたことで，貴重な成果を上げ
た。しかし，アンケート調査は調査対象の特徴を広く概観できる点で有益であるが，実際の製造現
場における請負労働のあり方を解明する点では限界がある。加えて，電機連合［2001］を除き，調
査票の回収率は低いといわなければならない。低い回収率は，構内請負が，実際には違法な労働者
供給事業としてこれまで広く行われてきたという事情に影響されたと思われる⑷。ところが参与観
察は，これらの限界がない。
　理由②　アンケート調査の限界を克服するものとして，聞き取り調査による事例研究も行われ始
めている（電機連合［2001：第2部］，大槻［2001］，丹野［2000］）。その成果は貴重である。しか
し聞き取り調査であっても，上記した構内請負にまつわる事情の影響を免れない上に，調査はまだ
少なく，また調査結果についても十分であるとはいえない。すなわち電機連合［2001：第2部］は，
請負労働のあり方について断片的にしか触れていないし，大槻［2001］は工程配置の記述に留まる。
丹野［2000］は，請負労働者の日系人と彼らを募集し工場へ送り出す請負企業との関係について丹
念な聞き取り調査を行っているが，本稿が注目する請負労働のあり方についてはほとんど触れられ
ていない。参与観察は，聞き取り調査よりも請負労働のあり方を深く解明することができるだろう。
　なお，本稿で参与観察に基づく執筆部分は，固有名詞を仮名にした。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑶ 　参与観察の方法と歴史については大野［2003:補論］がコンパクトにまとめている。
⑷ 　構内請負については職業安定法施行規則第4条により請負4要件が定められている。その要件を全て満たさな

い場合は労働者供給事業に当たるものとして処罰の対象になる。請負4要件には，例えば請負労働者の指揮命
令は請負企業が行うこと，請負企業自らが提供した機械などを使用し専門的な技術・経験を伴う作業であるこ
と，等が定められている。決して「単に肉体的な労働力を提供するもの」であってはならない。こうした要件
が定められているのは，中間搾取から労働者を保護し，使用者による労働者の直接雇用を促進するためであっ
た。しかし，構内請負という形を取って，実際は労働者供給事業を行う偽装請負が，戦後，広く行われてきた。
そのことは研究者や労働組合によってしばしば指摘されてきた（例えば川口［1974:第2章］）。
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１　調査対象

　調査対象は，大手電機企業･南北電機の西野工場である。
　私は①2002年2月15日～3月31日，②2002年9月4日～30日，③2003年3月4日～31日，④2003年
11月26日～11月30日の4回に渡り南北電機西野工場にて請負労働を行った。便宜上，①を02春調査，
②を02夏調査，③を03春調査，④を03秋調査と表記する。また2002年1月29日～31日までの3日間，
南北電機下請企業・山田エレクトロで請負労働を行った。本稿は合わせて108日に渡るそこでの参
与観察を基にして書かれている。
　南北電機は，2003年3月時点で，資本金2749億円，従業員数3万9875名を数える大企業である

（『有価証券報告書』による）。事業内容は，情報通信システム，電子デバイス，重電，家電などの
製造・販売である。
　南北電機は1999年4月に社内カンパニー制を導入した。それに伴い，西野工場は，現在「西野工
場（社会ネットワークインフラ社）」と「西野モバイル工場（モバイルコミュニケーション社）」
に形式上分割されている。そのため調査対象の工場を正確に言うと「西野モバイル工場」である。
　西野モバイル工場は，南北電機内に5ある社内カンパニーの1つモバイルコミュニケーション社
を支える唯一の工場である（南北電機ホームページに掲載の「組織図（2003年10月1日付）」より。
2003年12月8日にアクセス）。工場では年間700～800万台の携帯電話機（以下ケータイと略記）を
生産する（『日刊工業新聞』2001年10月30日付）。2002年の国内携帯電話端末の販売シェアを見る
と南北電機は7.8％で4位に位置している（『日経産業新聞』2003年7月17日付）。西野モバイル工場
の正社員数は2003年4月1日現在240名である（『南北電機西野工場・西野モバイル工場ご案内』よ
り）⑸。
　私が請負労働を行った場所は，西野モバイル工場内の30号棟2階，モバイル機器製造部モバイル
機器製造課である。図表1は作業場の図である。職場の中央部にはケータイの製造ラインが並ぶ。
この製造ラインと，20号棟1階にあるわずかな製造ラインとで，ケータイの最終組立・検査・梱包
の全てが行われている。
　図表1で，課長とメンテナンス室の保全工は南北電機の正社員である。しかし，製造ラインに
従事する直接生産労働者は，形式上「南北電機モバイルコミュニケーションプロダクツ株式会
社」（以下NMCP社と略記）という別企業に所属している。そして，請負労働者は各請負企業から
NMCP社へ供給されている。NMCP社正社員の説明（02春調査初日）によると，NMCP社の正社員
数は29名，請負労働者数は320名で，その他のパートタイマー等はいないとのことだった⑹。ただ
し請負労働者の数は仕事の繁閑に応じて変動する。03春調査時の請負労働者数は，タイムカードを
見て数えてみると548名になっていた。
　電機連合［2001］によると電機産業における非正規労働者の割合は17.9％（このうち67.2％が請
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑸ 　『南北電機西野工場・西野モバイル工場ご案内』では正社員数ではなく「従業員数」として240名と記されて

いる。しかし2004年1月22日に私が電話で工場へ問い合わせたところ，「従業員数」は正社員数のことであると
担当者は答えた。

　 　なお2001年10月30日付の『日刊工業新聞』では西野モバイル工場の従業員数は571名としている。

電機産業における構内請負労働の実態（戸室健作）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑹ 　なお南北電機正社員，NMCP社正社員，請負労働者が着ている作業服は同じものである。作業服の左胸には
「NANBOKU」の文字が赤い刺繍で縫い付けられている。

　 　しかし，作業服に付ける名札はそれぞれ異なる。南北電機正社員とNMCP社正社員の名札には「NANBOKU」
と記されてある一方，請負労働者の名札には各請負企業名が記されている。また南北電機正社員は，所属して
いる社内カンパニー名・部名・課名が記された一回り大きい名札も合わせて付けている。

⑺　サービス休憩は実労働時間に含まれる。

負労働者）である。本稿の調査対象である西野モバイル工場は正社員数240名に対してNMCP社が
請負労働者を少なくとも320名受け入れていた。非正規労働者の割合は少なくとも57.1％以上であ
る。このため本稿の調査対象は，通常よりも高い割合で請負労働者を活用する工場となっている。

２　請負労働者

　請負労働者の雇用条件について簡単に述べる。詳細は別の機会に述べたい。
　NMCP社は6社の請負企業から請負労働者を受け入れている。6社とは，それぞれ「東亜工業」

「ピューマ」「ケムパス」「ヒューマニティ」「四興プラント工業」「ベストキャスト」である。私は
03秋調査だけはヒューマニティに所属したが，それ以外の調査はピューマに所属した。
　請負労働者の労働時間は，昼勤・夜勤を問わず，NMCP社正社員の労働時間と同じである。昼
勤・夜勤のシフトは請負労働者は固定制であり，どちらか希望の勤務を選択してNMCP社へ供給さ
れる。私は4回とも昼勤で働いた。
　昼勤の労働時間は以下の通りである。
　　　　8：10　予鈴
　　　　8：15～12：00　労働（途中，10分間のサービス休憩）⑺

　　　　昼休み
　　　　12：50　予鈴
　　　　12：55～16：55　労働（途中，10分間のサービス休憩）

図表1　作業場（西野工場30号棟2階）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑻ 　02春調査時点で，基本給は1日7000円，出勤手当は1日700円，慰労金手当は1日700円，そのため日給は合計

8400円である。出勤手当は，遅刻・早退した日は支給されない。慰労金手当は，1日でも平日出勤を休めば，ま
た遅刻・早退が3回以上あるいは8時間を越えてしまうと，その月の全ての慰労金手当が支給されない。

⑼ 　電機連合［2001:38］によると，請負労働者の国籍は「すべて日本人」が75.2％，「一部が外国人（含む日系
人）」が15.8％，「大半が外国人（含む日系人）」が3.5％，「すべて外国人（含む日系人）」が0％，「NA（戸室注
―無回答）」が5.4％となっている。

　労働時間は8：15から16：55であり，昼休みが12：00から12：55までの55分間なので，一日の
実労働時間は7時間45分である。残業がある場合は通常，17：00から19：00までの2時間である。
　なお夜勤の労働時間は20：00から翌5：00である。残業がある場合は通常，19：30から翌7：30
までの3時間である。夜勤を経験したある請負労働者によると，夜勤では残業が「半強制的に」行
われているとのことだった。
　請負労働者の賃金は継続的に下落している。例えばピューマでは基本給，出勤手当，慰労金手当
の合計を「日給」と呼ぶ⑻。日給を見ると9000円（2001年7月）→8800円→8400円（02春調査時）
→8200円（02夏調査時）→8050円（03春調査直後）と2年もたたないうちに1割以上下落している。
　NMCP社へ供給される請負労働者の多くは20代である。35歳以上の請負労働者はほとんどいな
い。請負労働者の中に外国人労働者は見なかった⑼。
　昼勤で働く請負労働者の4割程度が女性である。夜勤に女性はいない。
　請負労働者は全て有期雇用である。請負労働を続ける者は，1ヶ月～6ヶ月の雇用契約を繰り返し
更新している。ただし請負労働を続ける者であっても，5年以上働く請負労働者は「伝説になる」
と請負労働者の間で言われていた。そのため5年以上働く請負労働者はわずかだと思われる。
　請負労働者がNMCP社正社員へ登用されることはない。
　

３　班と仕事の概要

　NMCP社には海外班・PDC班・国内班の3つの班がある。
　海外班は海外へ輸出するためのケータイを組み立てる。02春調査時と02夏調査時はアメリカへ，
03春調査時は中国へ，03春調査直前はアルゼンチンへ輸出するケータイを組み立てていた。
　国内班とPDC班はいずれも国内向けのケータイを組み立てている。国内班は「au」のケータイを
担当し，PDC班は「Ｊ-フォン」と「ＴＵＫＡ」の2つの企業のケータイを担当している。
　3つの班の間では，それぞれの班のケータイ受注量の変動に応じて労働者が頻繁に移動し合う。
例えば02春調査時，海外班はライン数が17で班員はおよそ100～120名，その他の班にはあまり労
働者がいない状態だった。ところが03春調査時には海外班はわずか1ラインに減っており，逆に
PDC班はライン数が20で班員は289名にまで増えていた。03春調査後の6月にはライン数が海外班
で6，PDC班で12となった。
　私は02春調査時は海外班で働いた。02夏調査時も始め海外班で働いていたが，中旬にＰＤＣ班
へ「応援」として移動させられた。03春調査時はPDC班で，03秋調査時は国内班で働いた。
　3つの班にはそれぞれ班長がいる（図表2参照）。班長はNMCP社正社員である。班長を中心とし

電機産業における構内請負労働の実態（戸室健作）
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た，ラインの外で働くNMCP社正社員が，請負労働者へ指揮命令を与えている。また彼らが，ライ
ン管理（進捗管理）や請負労働者の監視を行っている。
　NMCP社で働く請負労働者も，全てがラインに入って働いている訳ではない。ラインの外で働い
ている請負労働者（以下，ライン外請負労働者）もいる。
　ライン外請負労働者とは，班長（NMCP社正社員）からの指揮命令をライン内で働く請負労働者

（以下，ライン内請負労働者）へ伝達したり，またライン内請負労働者に作業内容を教えたり援助
したりする。ライン外請負労働者のうち「リーダー」と呼ばれている請負労働者が，3つの班に1
人ずついる。リーダーはその班の請負労働者の管理責任者であり，班長の指揮命令を真っ先に受け
て他の請負労働者へ伝達する。本稿では，多くの請負労働者が従事するライン内労働について見て
いく。ライン外請負労働者については別の機会に論じる予定である。
　海外班の1つのラインは，組立1→組立2→調測→Ｘ1通話→通話→動作→外観→梱包→集梱の9
工程からなる。組立1と組立2の工程でケータイを組み立てる。調測から外観まではケータイを検
査する工程である。調測は，ケータイの中に全てのソフトが設定されているかを検査する。Ｘ1通
話と通話は，電話相手に音声がしっかりと届くかを検査する。動作は，ソフトが正しく機能するか
を検査する。外観は，ケータイの画面やボディに傷がないかを検査する。検査されたケータイは梱
包工程で箱詰めされる。最後の集梱は，10箱を1つの段ボールに入れてガムテープで閉める工程で
ある。PDC班と国内班の作業工程も，基本的に海外班と同じである。
　全ての工程は立ち作業である。また労働対象がケータイという軽量物であることから，ラインに
ベルトコンベアーを採用していない。

図表2　職 制 図

　

４　労働者の工程配置

　労働者の工程配置について，（1）異なる請負企業の請負労働者同士で，（2）NMCP社正社員と請
負労働者とで，（3）男性労働者と女性労働者とで，違いが生じているかどうかを確かめよう。

（注）○は NMCP社正社員，△は請負労働者を表す。
　　　　　　　　　　　は班長からリーダーへの指揮命令を表す。

モバイルコミュニケーション社
社長

部長

課長

△　　　　○

リーダー    班長

△　　　　○

リーダー    班長

△　　　　○

リーダー    班長

PDC 班海 外 班 国 内 班

南北電機
正社員
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　（1）異なる請負企業の請負労働者同士で，工程配置に違いは全くない。ピューマだから「組立
1」，ケムパスだから「調測」という違いはない。各請負企業の請負労働者がライン内で混在して働
いている状態である。
　なお，03春調査時の遠山さん（27歳の男性請負労働者。3年半前にも1年間NMCP社で働いた経
験がある）の話によると，3年半前に働き始めた当初は，ピューマライン・東亜工業ライン・ケム
パスラインといったようにラインが各請負企業ごとに別々に割り振られており，今のように各請負
労働者が1つのライン内に混在して働いていなかった。しかし遠山さんが辞める頃になってから混
在しはじめたとのことである。
　（2）と（3）については図表3を見てほしい。図表3は海外班の17のラインのうち12のラインの
工程配置を示した図表である。
　（2）NMCP社正社員と請負労働者は，工程に混在して配置されている。その上で，梱包の工程
にNMCP社正社員が多い。梱包を担当しているNMCP社正社員には高年齢の者しかいない。
　私は始め，梱包の工程のNMCP社正社員には高年齢の者しかいなかったので，それなりに熟練が
必要なのかなと思っていたが，自分がいざやってみると，むしろ簡単な工程であった。請負労働者
の中でも梱包は簡単であるということが一致した意見であった。梱包の作業は以下の通りである。
　前工程の外観から送られてくるケータイを箱に入れて，重さを測る（450～465ｇのあいだで合格
である。この範囲外の重さだと測量機から「ピピピピ」という音が響く）。ケータイについていた
バーコードと同じ数字が記された3枚一つづりのシールが機械から出てくるのでそれを箱に貼る。3
枚一つづりのシールはそれぞれもシールになっており，そのうち2枚を次の工程の集梱の人がはが
しやすいように，半分めくっておく。その箱を次の工程の人に渡す，というものである。
　梱包以外でライン労働を行うNMCP社正社員には30代もおり，そうしたNMCP社正社員は組立で
働いていることが多い。おそらく体力面の配慮から，高年齢の社員は梱包へと配置されるのであろう。
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図表３　近場12ラインの労働者の工程配置図（海外班）
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　以上のように海外班（国内班も）では請負労働者とNMCP社正社員が混在してライン労働を行っ
ているが，一方PDC班には，ライン労働を行うNMCP社正社員はいない。PDC班のライン労働は全
て請負労働者によって行われている。PDC班のNMCP社正社員は，請負労働者を指揮命令するため
にライン間を歩き回る班長を含めた2～3人と，組立1に部材を運搬する者に限られている。PDC班
の本体業務は請負労働者が全て担っている。
　（3）男性労働者と女性労働者とでは工程配置に違いがある。
　女性労働者は，調測・ X1通話・外観の工程に集中している。調測とは，前述したようにケータ
イの中にソフトが全て設定されているかを検査する工程である。検査用のパソコンにつながれたア
ダプタにケータイをセットし，パソコンの画面に「OK」の表示が出ることを確認する。
　X1通話とは，ケータイが正常に音声を伝えるかを検査する工程である。音声検査機器につなが
れたケータイに向かって「あっ，あっ，あっ」と声を発し，同じく音声検査機器につながれたイヤ
ホンから自分の声がしっかりと聞こえることを確認する。
　外観とは，ケータイの外観に傷や汚れがついていないことを確認する工程である。
　このように女性労働者が集中する3つの工程はいずれも検査の仕事である。すなわちそれは神経
をとがらす仕事である。女性の行う仕事は神経をとがらす仕事に集中する傾向を持っていた⑽。
　これは男性労働者の仕事がピンセットや電動ドライバーを駆使したり（組立），ダンボールを積
んだり（集梱）して主に体を動かす仕事が含まれるのと対照的である。
　

５　持ち場の移動

　請負労働者は，1つの班の中ではたびたび担当工程を変更させられる。
　各班はどの請負労働者がどの工程を担当することが出来るのか，把握に努めている。作業中，ラ
イン外請負労働者は各ラインを回り，ライン内請負労働者へ，どの工程を担当できるか尋ねる。

「今まで担当したことがある工程を全部言ってくれる？」と私も尋ねられた。答えるとライン外請
負労働者は片手に持っている書類にチェックを付けていた。
　各班の掲示板には，「多能工マップ」がクリアファイルに挟まれて掲示されている。図表4は，
2003年11月30日に掲示されていた海外班の「多能工マップ」で，その1ページ目である（「多能工
マップ」はホチキスでとじられている）。
　図表4を見ると，請負労働者はNMCP社正社員と同様の評価によって多能工の程度がはかられて
いることが分かる。また，請負労働者の多能工の程度は，ＮＭＣＰ社正社員と比べても必ずしも
劣っていないことが分かる。
　各班にはホワイトボードが置かれており，そこにはその班の工程配置図が記されている。いま
自分が担当しているラインの工程には，自分の名字が記されたマグネットが置かれている。毎朝，
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑽ 　NMCP社正社員29名のうち女性は2名程である。彼女らがこれら3つの工程以外で作業をしている姿を，私は

見なかった。性別による工程配置の違いはNMCP社正社員と請負労働者のいずれにも共通している。仕事の違
いが，請負労働者と発注企業正社員といった雇用形態からではなく，性別によって生じていることは大槻［2001］
によっても確認されている。
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請負労働者は出勤してくると自分のマグネットが置かれている工程を確認して，その配置に着く。
PDC班ではマグネットに色とりどりの丸いシールが貼られている。各工程ごとにそれぞれの色が決

図表４　多能工マップ

（注1）表中の「―」は，戸室が書き写せなかった箇所。
（注2） 「会社名」の「N」とは発注企業のNMCP社のことである。その他は全て請負企業であって，「K」とはケムパス，「T」

とは東亜工業，「P」とはピューマを表す。

海外CDMA多能工マップ（日勤）　●100％　▲50％　○無し　 多能工習熟度31％
平成15年10月１日　保有人員53名　　　　　　　　　　　　 10月臨出予定　

電機産業における構内請負労働の実態（戸室健作）

№ 名　　前
会
社
名

組
立
１

組
立
２

組
立
３

調

整

測

定

Ｘ
１
通
話

通

話

動

作

外

観
A-key

梱

包

集

梱
習　熟

1 内 田 健 二 N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
2 橋 野 順 二 N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
3 吉 原 憲 一 N ○ ● ● ● ● － － － ○ － － 45％
4 島 崎 恵 美 子 N ○ ○ ○ ● ● ▲ － ○ ○ ○ － 27％
5 坂 本 誠 一 K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
6 若 野 幸 子 K ● ● ● ● ● ● ● － ● ● － －
7 栗 田 太 郎 K ● ● ● ● ● ● ● － ○ ○ － 64％
8 福 田 純 K ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 36％
9 鈴 木 茂 子 K ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● 82％
10 北 岡 房 子 K ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 55％
11 吉 田 有 紀 K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
12 野 上 正 樹 T ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● 82％
13 小 山 彰 P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
14 竹 内 絵 理 P ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 55％
15 川 端 総 一 郎 K ● ● ● ▲ ● ● ● ● ○ ○ ● 73％
16 増 田 朗 K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100％
17 津 田 さ お り T ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 73％
18 山 田 幸 男 N ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9％
19 菊 田 浩 一 K ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● 64％
20 大 住 三 郎 K ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27％
21 青 野 文 夫 K ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9％
22 河 合 和 彦 K ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9％
23 小 寺 徹 也 K ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 9％
24 土 屋 靖 子 K ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 73％
25 里 見 弘 子 K ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 64％
26 飯 田 優 子 K ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18％
27 秋 本 政 夫 K ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 18％
28 井 上 俊 治 P ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18％
29 高 橋 修 P ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9％
30 武 田 隆 史 P ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9％
31 黒 田 悦 子 P ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 36％
32 関 本 真 奈 美 P ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18％
33 生 方 み ゆ き P ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 18％
34 新 田 良 子 P ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 9％
35 山 岸 亮 P ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9％
36 白 須 准 一 T ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9％
37 加 藤 江 美 T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9％
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められており，おそらく「多能工マップ」を参考にして，その工程を担当したことがある請負労働
者のマグネットには，その工程の色のシールが貼られるのである。
　03春調査時，私のマグネットにはまだ組立3の黒色のシール1種類しか貼られていなかった。し
かし1年半働いている八子さん（30歳前後の男性請負労働者）のマグネットには4種類のシールが
貼られていた。
　このように，どの請負労働者がどの工程を担当できるのかが一目で分かるようになっていた。な
ぜ一目で分かるようになっているかと言うと，その方が工程配置を組みやすいからである。
　例えば残業や休日出勤がある時は，残業や休日出勤を行う請負労働者だけで工程配置を組まなけ
ればならない。また平日出勤時においても休みや早退をする請負労働者がいる。あるいは新しく働
き始める請負労働者もいれば，辞めていく請負労働者もいる。そのような時には工程配置を組み直
さなければならない。
　どの請負労働者がどの工程を担当できるのかが一目で分かるようになっていれば，ライン外請負
労働者は工程経験者を優先してすぐに最適な工程配置を組むことができる。そのために一目で分か
るようになっているのである。
　しかし，いくら最適な工程配置を組んだとしても，今まで経験したことのない工程へあぶれる請
負労働者も当然出てくる。そうした時になって請負労働者は新しい工程に変えられる。あるいは複
数の工程を1人で担当させられる。
　また，その工程にふさわしくないと判断された請負労働者も別の工程へ変えられる。ふさわしく
ないと判断される場合は，生産速度が極端に遅い場合，ケータイにネジ傷をたくさん付けてしまう
場合，組み立て時に回線部分を何回もつぶしてしまう場合などである。
　工程配置の変更は以上のような時に行われる。このため工程配置の変更は定期的に行われるので
はなく非定期的に行われる。変更後の工程は変更前の工程と関連がないことがある。工程配置の変
更は，決して請負労働者のキャリア形成や「労働の人間化」といった考えから行われているのでは
ない。
　さらに請負労働者は班内で工程配置が変わるだけでなく，前述したように，各班のケータイ受注
量の変動に応じて他班へも「応援」として移動する。
　持ち場の移動の実例として，私が4回の調査時に担当した班と工程の変遷を，図表5に示しておく。
　さらに請負労働者は，NMCP社（30号棟2階と，20号棟1階の一部）とは異なる西野工場内の他
の部署へも異動させられる。他の部署とは，ケータイの基盤を製造する部署（20号棟）や顧客から
回収されたケータイ故障品を修理する部署（50号棟），「密セイ」と呼ばれている部署（なおモバイ
ル機器製造部は南北電機正社員によって「移セイ」と呼ばれている。「密セイ」とは精密機器製造
部のことか？）などである。八子さん（30歳前後の男性請負労働者）は，一時期「密セイ」に移ら
されて働いた経験を持つ。八子さんによると「密セイ」では「コピー機のコピーする時に光る部分
を作る作業をしていた」とのこと。
　また，03秋調査時に聞いた話によると，故障品を修理する部署では30名程の請負労働者が働い
ており，23：00まで残業が行われているとのことだった。
　その上，請負労働者は部署の間の移動に留まらず，南北電機の他の工場への移動も行っている。
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実際，八子さんは，2001年から西野工場での請負労働を行う以前は，西野工場と同じく東京都多摩
地域に位置する南北電機白梅工場でパソコン製造の請負労働を行っており，そこから移ってきたと
のことだった。　

図表５　持ち場の変遷

●02春調査時
　〈海外班〉組立1（3日）→梱包（1.5日）→集梱（17.5日）→梱包・集梱を一人で（3日）→ROM変（1日）→集梱（8日）
●02夏調査時

〈海外班〉梱包（1日）→梱包・集梱を一人で（3日）→梱包（3日）→梱包・集梱を一人で（1日）→〈PDC班〉組立1・2・3を
2人で（1日）→組立3（2日）→調測（1日）→組立3（7日）

●03春調査時
　〈PDC班〉組立3（15日）→部材の選り分け（0.5日）→組立3（5.5日）
●03秋調査時
　〈国内班〉バイブ連続試験工程（５日）

（注１）残業時の担当工程まで記すと煩雑になるため，それは除いている。
（注2）「梱包・集梱を一人で」の場合は，集梱は一ライン。
（注3） 02夏調査と03春調査の初日には，リーダーから前回働いていた時に担当したことがある工程を聞かれ，答えると，その工

程に入れてもらえた。ただし03春調査時の組立3は，02夏調査時の組立3とは作業内容が違っていた。03春調査時のPDC班
組立工程は新たに組立4の工程が加わっていたために，前回担当した組立3に近似した作業内容は組立4の方だった。

６　機種変更への対応

　「応援」として他班へ移動させられる場合，たとえ前の班と同じ工程を担当することになったと
しても，作業内容に違いがある。これは各班で扱うケータイの種類がちがうから当然である。例え
ばＰＤＣ班で組立2を担当していた松田君（20代半ばの男性請負労働者）が言うには「一回，国内
部門で組立をやらされたことがあるが，PDC部門の組立とは手順が全然違っていて手こずった」と
のことだった。
　さらに，1つの班が扱うケータイの種類も複数ある。
　03春調査時，私が担当したPDC班のラインにはＪ-フォンのJN09型とJN08型の2種類のケータイ
が流れていた。JN09型とJN08型とでは，同じ組立3でも作業内容は全く違っていた。
　JN09型の組立3の作業内容は以下の通りである（図表6参照）。
　軸芯の先端をピンセットで①にはめ込み，軸芯をなぞって②に引っかける。③の黒いボタンをは
め，軸芯をピンセットで④にはめ込む。ケータイを後ろに折り，折ると同時にスポンジでできた白
い長方形のペラを挟む。⑤のテープをはがし，上ケースの内側をブラッシング（空気噴射機でホコ
リを飛ばすこと）してはめる（⑥）。最後に⑦のビニールテープを半分はがして画面がきれいかを
確認して，そのテープをくっつけ直すという作業である。
　JN08型の組立3の作業内容は以下の通りである（図表7参照）。
　Ａの部品をＢにくっつける。それをラインが流れる前に組立4と共同で50個つくり溜めておく。
Cが前工程から流れてきたら，Cを後ろの方向に折る。①のシールを外す。Dの画面②の内側をブ
ラッシングしてCにかぶせる。Dの③のビニールテープをめくってみて，画面にゴミがついていな
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いことを確認してからしっかりDをCにはめる。Bの⑤をCの側面の溝④にはめて，Bの内側につい
ているシールカバー⑥を外す。Bの⑦のコネクタをCの⑧にはめこむ。⑨の部分がたるまないよう
に⑥のシールをCにくっつける。ＥをCにはめる。その時，④にはめたAのボタンがへこまないよう
に気をつけてはめる。ざっとこのような作業である。
　このように同じ組立3と言えどもJN09型とJN08型とでは作業内容が全く違っていることが分か
るだろう。

図表6　組立3の作業（JN09型）

図表7　組立3の作業（JN08型）

　ラインに流れるケータイの種類が変わると，同じ工程でも作業内容は変わる。作業内容の変更は
工程によって大小の差はあるが，いずれにしろそうした作業内容の変更に請負労働者は対応していた。
　その上，ケータイのモデルチェンジは頻繁に行われている。
　西野モバイル工場の工場長は次のように述べている。「携帯電話1機種あたりのライフサイクル
が3カ月と短いため，間欠的に大量に製品を投入する“クジラの潮吹き型”の販売計画にせざるを
得ない」（『日刊工業新聞』2001年10月30日）。　
　実際，Ｊ-フォンのケータイについて見るならば，JN08型は2002年12月に，JN09型は2003年2月
に，そしてJN10型は5月に生産が開始された。ケータイのモデルチェンジまでにかかる期間は短期
である。ラインにはすぐにまた別の新機種が流れる。請負労働者はそうしたモデルチェンジに対応
している。
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７　単純作業

　頻繁な工程間の移動と扱う機種の頻繁なモデルチェンジなどに対応が可能であるのは，工程の作
業内容が単純作業であるからに他ならない。
　海外班の一ラインの定時までの目標生産台数は630個であり，タクトタイムは42秒である。私は
02春調査初日に海外班の組立1を担当した。班長はこの組立1については「38秒でやってほしいが
初心者では1分ぐらいかかるかな」と言っていた。この38秒という数字は作業内容を1つ1つ動作
研究した上で算出されたものかどうかについて，私は1つ1つの作業内容にかかる時間を知らされ
なかったので不明である。ただしNMCP社では，動作研究を行った上で設定していると推測できる。
　理由①。03春調査時，作業中，NMCP社正社員が，ライン内請負労働者の後ろに立ってストップ
ウォッチで各工程の作業時間を計っていた。NMCP社正社員は「やはりバランスがよくないな…」
とつぶやいていた。各工程の作業時間を記した棒グラフを見せてもらうと，確かに組立3の棒グラ
フが他の工程よりも低くなっている。各工程のこうした秒単位の時間差をならすためには，工程内
の1つ1つの作業内容が動作研究されていないと不可能である。
　理由②。図表8は「ROM変」の手順書である（ROM変とは，完成して箱詰めされたケータイを
もう一度取り出し，ケータイのソフトを新たなものに変更して再び箱詰めする作業のことである）。
図表8はNMCP社が配布した物ではない。南北電機の下請企業・山田エレクトロで請負労働をした
時に配布された物である（私は2002年1月29日～31日までの3日間，山田エレクトロで請負労働を
行った。山田エレクトロは南北電機西野工場から徒歩5分の場所に位置する）。しかし，山田エレ
クトロで行ったROM変と全く同じ作業がNMCP社でも行われており，実際，私も行った。
　さらに，山田エレクトロでROM変の作業を行っていた時に，その作業で使用するパソコンが故
障して機動しなくなったことがある。その時にパソコンを直しに来たのは南北電機の保全工である。
この保全工とは，その後NMCP社調査時に出会った。その上，山田エレクトロでの作業時には毎日
NMCP社正社員がやって来て，ROM変し終えて箱詰めされたケータイを再び取り出し梱包具合を
チェックしていた。つまり普段はNMCP社で行っているROM変の作業を，この時に限って山田エ
レクトロで行わせていたと思われる。そのため図表8はNMCP社が作成した可能性が高い。
　図表8を見ると1つの工程内のそれぞれの作業が事細かに分割され，その分割された作業に要す
る時間が緻密に計算されて設定されていることが分かる（時間欄の「ｓ」とは秒のことである）。
これは動作研究・時間研究に基づいて標準作業量を設定するテイラーリズムそのものである。
　よってNMCP社のライン労働は単純作業である。そのためもしライン労働で何かトラブルが起き
れば，ライン労働者が自らそのトラブルに対処することは不可能であり，実際，ライン労働者がそ
のような行為をしないように奨励されている。
　例えばリーダーの黒田さん（30代前半の男性請負労働者）は，新入り請負労働者に指導する時

「もし何か分からないことがあったらすぐに呼び出しランプを鳴らしてね。自分で何とかしようと
してさらに悪くなったら元も子もないからね」と言っていた。
　また私が組立3で作業をしていた時，隣の組立2の塩路さん（30歳前後の男性請負労働者）がト
ラブルをおこして私に声をかけてきた時があった。すると私たちの後ろのラインで組立1の作業を
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図表8　「ROM変」手順書
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していたNMCP社正社員がその声を聞きつけて，「何かあったらすぐ（呼び出しランプの）ボタン
を押して！」と言ってきた。
　ただし，たびたび起こしてしまうミスにより機械が停止してしまうことがある。このようによく
生じやすいちょっとしたトラブルの解決にはライン労働者自身による解決が求められている。例え
ば調測工程では，パソコンの画面にまだ「OK」の表示が出ていないのに，誤ってアダプタからケー
タイを取り外してしまうと，パソコンが固まってしまい動かなくなる。慌てている時によく起こす
トラブルである。このパソコンの修復は調測の工程担当者が行うことが求められている。
　とは言っても，修復するにはパソコンの構造に関する知識は必要ない。なぜなら，パソコンのキ
イに①②③と書かれたシールが貼られており，その順にキイを押していけば修復するようになって
いるからである。このようなマニュアル化された修復作業は熟練作業ではなく単純作業の中に含ま
れるものである（もちろん，この作業でも修復できない時は呼び出しランプを鳴らしてライン外請
負労働者が，それでもダメなら保全工のNMCP社正社員が駆けつけて修復する）。
　ライン内請負労働者がたびたび起こしてしまうミスによるトラブルは，修復作業がマニュアル化
されている。そしてライン内請負労働者に要求される修復作業はマニュアル化されたものに限られ
ている。それ以外のトラブル，つまりトラブルを起こした本人が修復方法を知らされていないトラ
ブルは，すぐにライン外請負労働者を呼ぶように指導されている。このようにライン労働は単純作
業である。
　それではラインの工程作業は担当し始めてからどのくらいの期間で身に付けることが要求され
ているのだろうか。作業場の掲示板に貼られてある「FATライン管理体制」と記された用紙には，
新人の習熟目標として初日：30％，2日目：50％，3日目：70％，4日目：90％，5日目：100％と記
されている。実際，ほとんどの請負労働者は5日も経てば作業に習熟しラインのスピードについて
いけるようになる。

　　　　おわりに

　各請負企業からNMCP社へ供給された請負労働者は，NMCP社正社員の指揮命令下でテイラーリ
ズムと同様の単純労働に従事していた。ライン内では各請負労働者とNMCP社正社員とが混在して
働いており，ケータイ機種の頻繁な変更，頻繁な工程間移動，班の間の移動，さらには部署間の移
動や工場間の移動にも対応していた。
　なお，小池［1999］は，量産型職場における持ち場の移動について，本工と期間工では次のよう
な差異があると述べる。
　「いわゆる期間工や季節工（半年くらいの期間をかぎって雇用される）が配置されたりしたが，
その人たちと本工との差異も，さしあたりこの移動の有無すなわち経験のはばにあった。本工が多
くの持ち場を経験するのにたいし，期間工はひとつの持ち場しか経験しない」［1999：35］。
　そうであるならば，NMCP社において，非正規労働者である請負労働者は，「期間工や季節工」
とは異なり，持ち場の移動についても発注企業の本工と同様の働き方をしていると言ってよいであ
ろう。
　以上のことからNMCP社では請負労働者と正社員とが同様のライン労働を行っており，そのこと
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は請負労働者が既に周辺労働ではなく本体業務を担っているということを示している。
　こうした請負労働という名の派遣形態の労働のあり方は，製造業における派遣労働の合法化に
よって，追認されることになった⑾。改正派遣法の施行が製造現場の労働にどのような影響を及ぼ
すかについての検討は今後の課題である。

　　　　　　　　　　　　　（とむろ・けんさく　明治大学大学院経営学研究科博士後期課程）

【引用文献】

大槻奈巳［2001］「製造業における労働力の流動化」『女性労働研究』40号
大野威［2003］『リーン生産方式の労働』御茶の水書房
神奈川県労働部労政課［1963］『社外工の労働事情』神奈川県労働部労政課
鎌田耕一･小路行彦・吉村臨兵･白井邦彦［1999］「請負労働に関する法的･経済的研究」（平成9～10年度　科

学研究費（基盤研究Ｃ（2））研究成果報告書）
川口実 ［1974］『労働法実務大系・15 特殊雇用関係』総合労働研究所
小池和男［1999］『仕事の経済学（第2版）』東洋経済新報社
厚生労働省［2002］「第32回民間労働力需給制度部会（H14.10.4）提出資料」
・政府は今まで製造業における構内請負を直接対象とした調査をしたことがなかったので，これが初の調査

である。厚生労働省［2002］は2002年6月に実施された。厚生労働省［2002］は，「Ⅰ請負事業者調査」「Ⅱ
請負発注者調査」「Ⅲ請負労働者調査」の3つの部分に分かれている。「Ⅰ請負事業者調査」はアンケート発
送数683，有効回答数219，回収率32.1%である。「Ⅱ請負発注者調査」はアンケート発送数3415，有効回答
数337，回収率9.9%である。「Ⅲ請負労働者調査」はアンケート発送数3415，有効回答数616，回収率18.0％
である。

小林良暢［2001］「EMS時代の労働組合の雇用戦略」電機総研編『IT時代の雇用システム』日本評論社
佐藤博樹･木村琢磨［2002］「第1回構内請負企業の経営戦略と人事戦略に関する調査〈報告書〉」（SSJ Data 

Archive Research Paper Series 20）東京大学社会科学研究所
・佐藤・木村［2002］は2001年11月に実施された。請負企業206社にアンケートを配布し，有効回収数は57社。

有効回収率は28.4％である。
佐藤博樹・佐野嘉秀・木村琢磨［2003］ 「第1回生産現場における構内請負の活用に関する調査〈報告書〉」
（SSJ Data Archive Research Paper Series 24）東京大学社会科学研究所

・佐藤他［2003］は2002年10月から11月に実施された。発注企業441社へアンケートを配布し，回収数は105
社。回収率は23.8％である。

白井邦彦［2001］「今日の契約労働を巡る実態と問題点」鎌田耕一編『契約労働の研究』多賀出版
・白井［2001］は，鎌田他［1999］のアンケート調査結果をまとめたものである。アンケート調査は1998年

10月に実施された。請負企業280社にアンケートを配布し，有効回答数は51社。回収率は18.2％である。
丹野清人［2000］「日系人労働市場のミクロ分析」『大原社会問題研究所雑誌』499号
電機連合［2001］「電機産業の雇用構造に関する調査」『調査時報』323号
・電機連合［2001］は，2000年11月に実施された。電機連合が傘下の480組合にアンケートを配布し，有効

回収できた314組合のアンケートを基にしている。回収率は65.4%である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑾ 　2003年6月6日，第156国会において労働者派遣法が改正され，製造業における派遣労働が合法化された。

2004年3月1日に施行された。



　32 大原社会問題研究所雑誌　№ 550･551 ／ 2004.9･10 33　

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑴ 　平成9年度では1兆3335億円で，平成14年度では2兆2472億円に増加している（「労働者派遣事業の平成14年

度事業報告の集計結果」厚生労働省職業安定局　平成16年2月16日発表）。
⑵ 　派遣労働者が派遣労働を選択した理由を見ると，大きく「致し方なく選択した労働者」と「派遣労働者を希

望して選択した労働者」に分類できる。「連合・派遣労働実態調査結果報告」（2002）によれば，後者は全体の
24.6％を占めるに過ぎない。また，同調査によれば，「当分は派遣労働者として働きたい」割合は51％であるが，

「派遣労働者でずっと働きたい」割合はわずか5.6％を占めるだけである。

　はじめに
１　A社の企業概要
２　交渉主体者としての派遣会社
３　労働条件向上のための人事管理施策
　結びに代えて

　　　　はじめに

　⑴　問題関心
　1985年の労働者派遣法の制定を機に，雇用契約や働き方の面で従来の労働と一線を画す，派遣労
働が着目されはじめた。派遣労働の登場は，パートタイム労働よりも高賃金で，職種別労働市場を
形成し（中村1987），労働者に中途採用の道を開き（高梨1997），専門職志向や自分の時間を持つこ
と，そして一つの企業に縛られることを望まない就業意識を持つ，特に女性の労働者に就業機会を
与えた（川喜多1989）。この点が，既存の研究において評価された。
　1997年度に85.5万人であった派遣労働者数は，2002年度には213万人を数えるまでになった（「労
働者派遣事業の平成14年度事業報告の集計結果」厚生労働省職業安定局平成16年2月16日発表）。
しかし，近年の派遣労働者数の増加は，例えば，生活時間の追求や健康を配慮した働き方，家庭と
仕事を両立させるなど，派遣労働が既存の就業形態では求められない働き方を可能にし，その結果，
労働者の職業観が変化したことに主たる原因があるとは言いがたい。派遣業界の総売上高の増加か
ら，派遣労働を活用する労働需要側のニーズの高まりがわかる⑴。しかし，派遣労働者の多くは，
派遣労働を一生の職業として考えていないのが，現状である⑵。
　それでは，派遣労働という就業形態はいかなる問題を抱えているのであろうか。この問題を検討
している研究に，長井（1990），伍賀（1999），脇田（2000），中野（2003）等がある。これらの研

■ 論　文

雇用主としての派遣会社の役割
―― 苦情処理の分析を手がかりに

鹿生　治行
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究では，派遣労働者の職業生活に関連する問題として，労働者派遣法が派遣先企業に使用者責任を
求めず，労働者保護規程に乏しいこと，労働者派遣法が禁じている二重派遣や専属的な派遣，中途
解約などの違法行為が存在すること，年齢制限や契約期間の短期化や賃金の低下や残業時間の増大
など派遣労働者の労働条件が悪化していること，以上の三点を指摘している。上記の研究の共通点
は，これら違法行為が存在することと派遣労働者の労働条件が悪化している原因を，労働者派遣制
度の構造たる「①使用者責任の分離，②労働者派遣関係の商取引的性格，③その論理的帰結ともい
える不十分な派遣先責任，④派遣労働者との対等な労使関係の未確立」（中野2003）に求めること
にある。
　どのような条件が揃えば上記の研究が指摘した問題が解決し得るのであろうか。この点を検討す
るには，先行研究では十分に分析されていない以下の諸点を明らかにしておく必要がある。第一に，
派遣労働者や派遣先企業から寄せられる苦情や問題に対して，派遣会社がどのように対応している
かである。労働者派遣制度のもとでは労働者の指揮命令者と雇用主が分離されていることから，派
遣労働者の就業環境や労働条件を保護するには派遣労働者の雇用主である派遣会社が負うべき責任
が極めて大きい。また，問題を抱えた派遣労働者は，まず彼らの雇用主である派遣会社に相談する
であろう。このため，派遣労働者の就業上の問題を捉えるには，派遣会社に寄せられる苦情や相談
内容を分析する必要があるし，これらの問題に対して雇用主である派遣会社がどのように対応する
のかを明らかにしておくことが求められる。第二に，労働者派遣制度の下で働く労働者にとって，
違法行為や派遣労働者の労働条件の悪化は避けることができない問題であるかどうかを明らかにす
ることである。先行研究の主な分析対象は違法行為をおこなう派遣先企業や派遣会社，そこで働く
労働者である。このため，派遣労働者の就業環境や労働条件が悪化する現象は，単に違法行為を行
う派遣会社にのみ見られるのか，あるいは労働者派遣事業が抱える制約なのかはわからない。後者
が主たる要因であるならば，労働者派遣の存在意義自体が問われよう。このため，労働者保護の観
点から企業経営を行う派遣会社を分析対象とし，同社においても先行研究が指摘する諸問題は避け
ることができない問題なのかを検討しなければならない。
　
　⑵　分析方法
　そこで，本稿では，労働者保護の観点から経営をおこなう労働組合の派遣会社A社を分析対象と
する。A社の事例を通して，以下の3点を明らかにする。第一に，派遣先企業と派遣労働者，派遣
労働者の労働組合が派遣会社に寄せる苦情や相談内容である。第二に，先行研究が指摘する問題へ
の対応を含めたA社による苦情処理の実態である。以上を踏まえ，第三に，派遣労働者が派遣会社
に寄せる苦情や相談，ならびに先行研究が指摘する諸問題は，労働者派遣事業では免れることがで
きない問題なのかを検討するとともに，派遣会社が派遣労働者の就業環境と労働条件を維持向上す
るという雇用主としての役割を果たすための必要条件を探る。この分析により，派遣労働市場が多
様な働き方を提供する担い手として発展するために，如何なる政策や制度が必要となるのか，再検
討することに繋がる。
　本稿で用いる資料は，A社へのヒアリング記録⑶，元派遣労働者へのヒアリング記録⑷，A社の労
働組合へのヒアリング記録⑸，厚生労働省が2002年に実施した「派遣元事業所調査」と「派遣労働
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑶ 　派遣会社A社の聞き取り調査は東京本社において2002年8月2日，2002年9月2日，2003年2月12日の計3回実

施した。1回目の担当者は社長Ｂ氏と部長Ｃ氏である。2回目以降はB氏である。ヒアリング対象すべてについて，
聞き取り調査実施後は，電話やe-mail等で問い合わせた。

⑷ 　Dさんは元派遣労働者で，派遣労働者当時30歳代の女性，営業事務であった。聞き取り調査は2002年9月2日
に実施した。

⑸ 　派遣会社A社の労働組合への聞き取り調査はA社東京本社において，2003年5月22日に，組合東京支部会社運
営委員で7年間労働組合運動に携わったＥ氏に実施した。

⑹ 　これは，厚生労働省が実施し，労働政策審議会職業安定分科会第33回民間労働力需給制度部会（平成14年10
月11日）に提出されている調査資料である。

⑺ 　表中の会社控除率が上昇傾向にある原因は，会社控除率が原則25％に設定されている事務派遣数の割合が増
加したことにある。

者調査」⑹，東京都労働経済局が2002年に実施した「派遣に関する実態調査2002」，日本労働組合
総連合会が2002年に実施した「連合・派遣労働実態調査結果報告」である。なお，本稿で特段の記
載がない限り，A社へのヒアリング記録を基にしている。
　それでは，予め本稿の構成を述べておこう。次節では，A社の企業概要を述べ，第二節では，派
遣先企業と派遣労働者ならびに労働組合が派遣会社に寄せる苦情や相談内容を明らかにし，この問
題が解決される過程を描く。第三節では，契約締結後に生じた不満や問題を未然に防ぐために必要
な人事管理施策の分析と，この施策を効率的に実施する条件を検討する。なお，派遣労働には「常
用型」と「登録型」があるが，本稿では，派遣労働の8割程度を占める，仕事の依頼を受けた時に
派遣会社と派遣労働者間で雇用契約を結ぶ「登録型」を対象とする。

１　A社の企業概要
　
　それでは，本稿で分析するA社の企業概要を述べておこう。
　A社は旅行会社への添乗員派遣と事務派遣を中心とした派遣会社である。1970年代以降，各旅行
会社は急増する旅行需要に対応できず，増加する海外の団体旅行に必要な添乗員を正社員以外に頼
りはじめた。一方，労働組合は増加する派遣添乗員を抑制できなかった。しかし，労働組合は，優
秀な添乗員に良好な労働条件を提供する方法を第一義と位置づけ，彼らの組織化に着手しはじめた。
この方法として，1985年には労働者供給事業をおこない，1991年には，賃金支払いの手続きの簡略
化，福利厚生費など労務費の削減を求めた旅行会社の要望に応え，派遣会社A社を設立した。A社
には，2002年度現在，年間に賃金を支払った添乗員は計859名，事務派遣は1ヶ月平均232人の派遣
実績がある。
　表1に見るようにA社の特徴は，会社の営業利益率（以下，「会社控除率」と記載する）を低く抑
え，その分を派遣労働者の賃金に充当していることにある⑺。労働者保護という観点から設立され
たＡ社ではあるが，経営環境は厳しいという。これは，添乗員派遣では競合他社が東京圏内でも60
社ほどあり，また低価格の旅行プランが各旅行会社から提供されていることが示すように，旅行業
界は価格競争を続けている業界でもある。更には，2001年の米国同時多発テロや2003年のSARS問
題で海外旅行が減少し，旅行業界全体の景気も低迷している。このため，旅行会社に人材を派遣す

雇用主としての派遣会社の役割（鹿生治行）
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るA社も旅行業界の価格競争の渦中におかれ，優秀な人材を確保し，教育し，派遣人材として維持
することは容易なことではないという。

表1　A社の経営状況

（資料出所）A社の決算資料より作成
注）会社控除率＝100×（1－（派遣労働者の賃金÷売上高））

　

２　交渉主体者としての派遣会社
　
　本節では，派遣先企業と派遣労働者ならびに労働組合がA社に寄せる苦情や相談内容を明らかに
し，A社による苦情処理の過程を描く。前者の分析から，派遣労働者が抱える職業生活上の問題が
明らかとなる。後者の分析から，派遣会社が派遣労働者の就業環境や労働条件を維持向上させる雇
用主としての役割を果たす条件が明らかになる。なお，事務派遣と添乗員派遣では，業務の性格に
違いがあるため，別々に検討していく。
　あらかじめ，業務の特徴を述べておこう。事務派遣は，受付業務，旅館や列車の手配，代金の精
算・会計の処理，案内状やバッチ発送などの仕事をおこなう。一方で，添乗員の仕事は，旅行会社
から依頼を受けて海外，国内に派遣先企業の顧客を連れて案内をする。ツアーの形態は，①不特定
多数を対象にした募集団体（パッケージツアー），②修学旅行などの学校行事旅行，③会社の慰安
旅行などのオーガナイザーがいるツアー，④学会や研修会参加のツアーなどに大別される。事務派
遣の場合は，派遣先企業の指揮命令のもとで業務を遂行するが，添乗員派遣の場合は添乗期間中に
は派遣先企業の指揮命令者は随行しないため，業務請負の形態に近い。

　⑴　派遣先企業からの苦情と苦情処理
　A社では日ごろから寄せられる全ての苦情を集計していないことから，厚生労働省「派遣元事業
所調査」（2002年実施）をもとにして派遣先企業からの苦情内容を踏まえ，A社による苦情処理過
程を見ていこう。なお，同調査においても派遣会社に寄せられる派遣先企業からの苦情を把握して
いないために，同調査から労働者派遣契約が中途解約となった原因を見ることにしよう。
　表2から派遣業界全体を見ると，労働者派遣契約の中途解約を経験した一般労働者派遣事業所は，
691事業所中464事業所（68.3％）である。労働者派遣契約が中途解約された理由のうち，派遣先企

会 計 年 度 1991.10 ～ 92.06 92.07 ～ 93.06 93.07 ～ 94.06 94.07 ～ 95.06 95.07 ～ 96.06 96.07 ～ 97.06
売上高（単位：千円） 101,484 510,888 594,161 629,949 899,332 1,212,120
売上高に占める添乗派遣の割合 97.9% 97.3% 96.0% 95.4% 94.7% 81.8%
売上高に占める事務派遣の割合 0.5% 1.1% 2.2% 2.9% 3.6% 16.3%
その他 1.6% 1.6% 1.8% 1.7% 1.8% 1.9%
会社控除率 6.9% 10.3% 10.5% 15.3% 17.5% 15.3%
当期純利益（単位：千円） 3 -599 21 -12,880 17,229 9,099

97.07 ～ 98.06 98.07 ～ 99.06 99.07 ～ 2000.06 00.07 ～ 01.06 01.07 ～ 02.06
1,635,755 1,596,535 1,983,236 2,491,699 2,437,116

69.2% 67.9% 62.3% 56.5% 53.1%
29.3% 30.5% 35.9% 42.3% 46.2%
1.5% 1.6% 1.8% 1.2% 0.6%

18.6% 20.2% 21.5% 22.4% 22.2%
9,476 -21,519 17,879 -1,175 -9,589
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表2　派遣先から労働者派遣契約が中途解約された理由
　　（中途解約されたことがまったくない事業所以外）（複数回答3つ以内）

％，（　）内は件数

業に原因があるといえる「派遣先の事業計画の変更・中止等があったため」（60.3%）を除くと，主
たる理由は，「派遣労働者の知識・技術が派遣先の要望とことなっていたため」（48.3%），「派遣労
働者の勤務状況に問題があったため」（36.0%）となる。ここから，派遣先企業からの苦情の多くを
占めるのは，派遣会社が派遣先企業の期待する人材を派遣しなかったことにあると推測できる。
　それでは，A社のケースではどうであろうか。
　A社の事務派遣の場合は，期待したスキルを派遣労働者が満たしていないという苦情が多いとい
う。これは，①A社が派遣先企業の期待するスキルを正しく把握していないこと，②A社が派遣労
働者のスキルを正しく把握していないこと，③派遣先企業の人事担当者と現場担当者とが意思疎
通を欠いたこと，に原因があるという。問題の解決には，交渉主体者である営業スタッフが派遣先
企業に出向き，派遣先企業の指揮命令者と面接をし，事実関係を確認する。そして，A社の営業ス
タッフと派遣先企業の担当者ならびに派遣労働者間で話し合いの場を設ける。契約内容を修正でき
るのであれば契約を継続し，派遣先企業あるいは派遣労働者の要請により仕事内容の修正が難しい
など，契約の継続が困難であるときは契約を打ち切る。
　一方で，添乗員の場合は，旅行客と派遣先企業である旅行会社の両者からの苦情があるという。
この内容は，添乗員の服装，言葉遣い，礼儀作法，旅行客への応対，約束の反故，旅行客からの苦
情処理に問題があることが主たるものである。添乗業務の特徴は，添乗期間中は指揮命令者が派遣
労働者を管理できないため，添乗業務終了時に派遣労働者がおこなう業務報告と，顧客の評価をう
けて派遣労働者を評価する。それゆえ，派遣期間中には契約の中途解約はないが，派遣労働者に問
題があれば，当該派遣先企業で派遣労働者の再就業が拒否される。
　主に事務派遣の場合であるが，派遣先企業による派遣契約の中途解約の要求に対して，合理的な
理由を欠く場合は，派遣会社はその要求を受理しない。合理的な理由とは，例えば，派遣先企業の
経営状況の悪化が原因で業務量が減少する場合や派遣先企業の期待にスキルや勤務態度の面で派遣
労働者が応じていない場合が該当する。これは契約書に明記されている⑻。派遣先企業が契約の中
途解約を申し入れた時，解約理由が契約の条項にない場合は，派遣会社は一般常識や社会常識をも
とに判断する。契約が中途解約される場合は，派遣労働者にその事実を説明する。解雇通告が契約
解除の一ヶ月以内におこなわれる場合には，派遣労働者に解雇手当を支払う。

（資料出所）厚生労働省「派遣元事業所調査」（2002年実施）より表記方法を一部修正
注）一般労働者派遣事業所のみ掲載

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑻ 　労働者派遣法に則して派遣することに同意した時にＡ社と派遣先企業間で結ばれる基本契約書を見ると，①

労働者派遣法の確認，②業務範囲，③賠償責任の所在，④労働者派遣契約の解約事項，⑤労働時間，⑥賃金，
⑦付加給付，⑧守秘義務，などの条項が記載されている。

雇用主としての派遣会社の役割（鹿生治行）
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その他 不　明 総　数

48.3 36.0 26.9 60.3 13.8 2.8 2.8 0.2  100（464）
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　苦情を解決する時にA社に問われるのは，問題の所在を把握することである。A社が判断を要す
るのは，一つには，人材のミスマッチへの対応である。A社はミスマッチを測る指標がないため，
この苦情が派遣先企業の過大要求なのか，A社に原因があるのかを判断する必要がある。派遣労働
者が取得資格相応の業務能力を発揮しないという苦情には，同じ資格を持つ派遣労働者と比較する
ことができようが，多くのケースでは同一条件のもとで比較考量できない。これゆえ，A社は，業
務内容と派遣労働者の業務能力および勤務態度を常に把握しておく必要がある。二つには，派遣先
企業からの損害賠償請求への対応である。例えば，当該ツアーがある観光地の訪問を予定したが，
添乗員がその観光地に行かないことが原因で，派遣先企業が派遣先企業の顧客から損害賠償を請求
され，派遣先企業がその賠償をA社に求めることがある。A社は，派遣先企業のツアーの設計ミス
にあるのか，あるいは添乗員のミスなのか，発生した問題の原因を明らかにすることが求められる。
原因の究明には，A社は，派遣労働者の業務能力や勤務態度ならびに，そのツアーは日程上問題が
ないかなど，業務全体の問題点を指摘できる業務知識の保有が必要となる。それを欠く場合には，
派遣先企業の要求を無条件に受け入れることになる。なお，派遣先企業との交渉の窓口となる営業
スタッフを始めA社の添乗業務に関わる社員は元添乗員である。
　
　⑵　派遣労働者からの苦情・相談とその対応
　ａ．派遣会社に寄せられる苦情とその対応
　前項と同様に，A社では日ごろから寄せられる全ての苦情や相談を集計していないことから，厚
生労働省「派遣元事業所調査」と「派遣労働者調査」（2002年実施）から派遣労働者の就業上の不
満や苦情内容を捉え，A社による苦情処理過程を見ていこう。
　表3から派遣業界全体を見ると，調査対象の派遣労働者3460名のうち，過去一年間に不満を感じ
たことのある労働者は全体の32.9％を占めるが，派遣労働者からの不満は大きく，①賃金の不満，
②契約不履行（契約と仕事内容に相違がある，賃金等の諸手当の未払い）や違法行為の問題（セク
ハラ，履歴書の出回りなど），③人間関係の問題，に類型化できる。
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14.3
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2.7
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6.5
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17.0

申し出た苦情
1140
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6.7

15
1.3

48
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2.5
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6.2
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８
0.7

５
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19
1.7
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13.6

62
5.4
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51.8

表3　申し出た苦情の内容，感じた不満の内容
　　（過去一年間に苦情・不満があったもののみ）（複数回答5つ以内）

（単位；上段　人，下段　％）

（資料出所）厚生労働省「派遣労働者調査」（2002年実施）より表記方法を一部修正
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　第一に，労働者派遣契約締結後に生じた契約不履行と違法行為の問題を見よう。A社事務派遣の
場合，派遣労働者からの苦情として多いのが「契約上の仕事と実際の仕事が違うこと」，「残業手当」
に関する問題である。前者の「契約内容と実際の仕事内容が違う」ときは（表3にみると労働者の
20.4％が不満を感じている），あらかじめA社は，派遣労働者の登録者説明会時に，問題を会社に申
し立てるように説明している。この問題には，派遣労働者とA社の営業スタッフおよび派遣先企業
の指揮命令者の三者間で調整し，A社は派遣先企業に改善を求める。また，後者の「残業手当」に
ついては，旅行業界のホワイトカラーは時間拘束性が強く，事務派遣の場合，この点に関する苦情
も多いという。しかし，残業手当など金銭的な問題については契約に明記しているため，比較的解
決しやすい問題であるという。
　第二に，人間関係の問題を見よう。この問題は多くの派遣労働者が感じる不満である（表3にみ
ると「派遣先の上司・同僚との人間関係に問題がある」と答えた労働者は28.6％である）。人間関
係の問題が生じた時にはA社は，A社の担当者が派遣労働者の相談相手となること，契約満了時に
次の職場を紹介する方法をとる。多くの場合，この問題について，派遣労働者がA社の担当者に話
をすることで不満が解消されるが，A社は派遣先企業に申し立て，問題の解決を促すことはない。
人間関係の問題は，個々人の人間性を誹謗中傷する域に達する場合もあるためA社が派遣先企業に
申し入れにくく，また，予め契約に明記できない問題でもある。
　第三に賃金の不満を見よう。これは多くの派遣労働者が感じている不満である（表3にみると

「給与等賃金関係に不満がある」と答えた労働者は37.2％である）。A社の場合もその例外ではない。
添乗員派遣の場合は，労働時間に見合った賃金が支払われていないという苦情が多いという。A社
では，労働者派遣契約締結後に寄せられる賃金の苦情に対して，契約が履行されている時は，賃金
の不満や苦情を取り上げない。しかし，当該派遣先企業で長期間働く場合は，事務派遣の場合，年
に一度の割合で派遣先企業に時給交渉する。また，添乗員派遣の場合は，一年に一度，派遣先企業
に事前登録されている派遣労働者のランクを上げる交渉を行う⑼。
　派遣業界全体に関して言えば，各種統計調査から年収・時給別，勤務日数別，年齢別，職種別に
見た賃金に不満を抱えている労働者の割合を捉えることができないことから，この原因を究明する
ことは難しい。この制約の中であえて述べるとすると，賃金の不満の原因は二つあると考えられる。
一つは，派遣会社の賃金決定方法への不満である。これは，例えば，派遣会社が派遣労働者の担当
する業務を十分に把握していないことが原因である場合⑽，と他社の派遣労働者と当該派遣労働者
の賃金に差があることに原因がある場合などがあろう⑾。二つには，賃金の絶対額が低い不満であ
る。これは，派遣労働者は正社員の補助的な業務や定型的な業務を担うことが主であることから⑿，
労働力の市場価値が低いことに原因があると思われる。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑼ 　大手企業の場合，当該派遣先企業に派遣できる派遣会社と人数枠が決められている。派遣労働者は派遣先企

業に事前登録するが，事前登録する労働者と派遣要請後に派遣する労働者は派遣会社が選定する。当該派遣先
企業に事前登録されている労働者でも他の派遣先企業に派遣されている。

⑽ 　例えば，「同じ会社内の派遣業務において仕事内容が差がある場合のランクをつけてほしい。それに相応する
賃金体制

ママ

があるほうが，派遣社員同士も話しやすい（内情は，賃金が同じでも，仕事内容がかなり違い不満の
声が上がっている）」（「連合・派遣労働実態調査結果報告2002」）。
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　そこで，A社の賃金の決め方を見ると，添乗員の場合，派遣契約料金を基に本人の社内ランクに
応じた所定の会社控除率を掛けて支給される。最上級ランク（A－4）の会社控除率が10％，最下
級ランク（E・F）が18.5％に設定されている。試用期間を終え正式登録されると「Ｄランク」にな
る。会社控除率の算定方法は，添乗日数と添乗業務以外に事務所の作業や研修の講師を担当した場
合，年2回の労使共催による定期総会に出席した日数などが別途加点され，算出される。賃金設定
方法は，派遣労働者に公開されている。事務派遣の場合は会社控除率が原則25％に設定されている。
これは社会保険や年次有給休暇などを支給するためである。事務派遣の最低賃金額は，旅行会社経
験者で時給1800円（交通費別）で未経験者は時給1600円（交通費別）と定めている。通常，これ
を上回る場合には仕事内容や派遣スタッフの経験やスキル度などを勘案し，賃金を決定する。旅行
会社のカウンターで接客業務に就く場合には時給1850円，海外の手配業務で英会話能力が求められ
る場合には時給1950円から2000円が相場である。単純なデータの打ち込み業務やダイレクトメー
ルの発送業務等，経験を必要としない業務ではA社が設定する最低金額よりも下回る。
　次に，派遣業界全体の平均派遣料金が低下傾向にあり，旅行業界の派遣もその例外ではないなか
で，A社が労働者の賃金水準を維持し高めているかどうかを見よう⒀。派遣労働者の賃金は，派遣
先企業への請求金額から派遣会社の必要経費など会社控除費用分を差し引いた残余である。請求金
額については，派遣先企業から依頼を受けた時点で請求金額の希望を聞き，最低基準以下の場合に
は，原則として断っているという。基準を上回る場合には，具体的な業務内容を確認し，相応のス
キルを持つ登録者が見つかり次第，派遣労働者の能力を加味して派遣料金を設定する交渉を行う。
添乗員派遣の場合，請求金額は10年前と比較すると，パッケージツアーでは，日給で最高27000円
から28000円，最低が1万円に据え置き。特殊なツアーでは，日給で最高3万円から4万円に上昇し
ている。図1に見るように，事務派遣の場合も請求金額と賃金が上昇している。他方，最低請求金
額と最低賃金の推移を見ると，最低請求金額は2001年に，最低賃金は1999年に低下していること
がわかる。同一労働者でかつ同一職務の労働者を時系列で分析していないことから，この限りでは，
最高請求金額ならびに最高賃金の上昇と，最低請求金額ならびに最低賃金の低下の原因が，市場の
相場に影響を受けた結果なのか，それともA社が担当する仕事の幅が広がったのかは分からない。
しかし，最低請求金額と最低賃金の仕事は，会社の設定する最低賃金よりも低い仕事で，また，こ
の仕事を派遣先企業より引き受ける時は，未経験者や添乗の仕事が入っていない添乗員に協力を依

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⑾ 　例えば，「派遣会社が多い（派遣先の）会社で，複数の派遣会社が存在する為，採用時の賃金の差が生じる。

場合によって勤務年数が多いにもかかわらず，新採用の方（他会社で同一業務）が高くなるものもあり，疑問
に思う。」（東京都労働経済局「派遣労働に関する実態調査1998」）。

⑿ 　日本労働研究機構『労働力の非正規化，外部化の構造とメカニズム』（2000）によれば，派遣が担当する業
務は「管理企画的な業務」が0.4％，「基幹的な業務」が5.5％，「補助的な業務」が54.6％，「間接的な業務」が
25.6％，「専門的な業務」が27.7％，「定型的な業務」が43.7％，「恒常的な業務」が26.5％，「一般的な業務」は
34.5％であった。なお，詳細は同書を参照されたい。

⒀ 　一般労働者派遣事業の場合で8時間換算（「図表労働者派遣事業　平成12年度労働者派遣事業報告集計」）す
ると，事務機器操作では14953円（平成8年度）から14950円（平成12年度），添乗では15192円（平成8年度）
から14077円（平成12年度）に低下した。
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頼することから，A社が定常的に担当している仕事ではないことは言える。他方，最高請求金額と
最高時給が上昇していることは，A社が交渉主体者として機能していること，あるいは，人的資本
投資を行い労働力の市場価値を高めることでA社が担う仕事の幅を広げていることを示していると
いえる。ここから，賃金に関して言えば，A社は，会社控除率を低く設定し，その分を派遣労働者
の賃金を充当していること，そして派遣先企業への交渉主体者であり，後述するが労働力の市場価
値を高めることで，賃金水準を維持向上する機能を果たしていると理解できる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⒁ 　本項の記述は，Ｅ氏へのヒアリング（2003年5月22日実施）と同氏からの文書回答（2003年6月21日）を基に

している。
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図1　事務派遣の請求金額と賃金の推移

（資料出所）A社のヒアリングによる

　以上から，労働者派遣契約締結後に契約不履行や違法行為が生じた際には，A社は交渉主体者と
して機能しているといえる。一方でA社は派遣労働者の要求を受け入れない場合もある。例えば，
前述した賃金の問題など，契約が遵守されている時の就業上の不満や，上述した人間関係の問題，
他には，例えば，派遣先企業の指揮命令者から多少の残業を要求されることやコピーとりを命じら
れる場合である。この不満や問題には，A社が派遣労働者の苦情を聞く一方で，業務遂行上の「常
識」を説明しながら，A社の社員が派遣労働者の不満を解消していく。このような契約に明記でき
ない不満や問題，あるいは契約を大きく逸脱していない問題について，A社は問題の原因を調査す
るが，派遣先企業に問題の改善を求める交渉を十分に行っていない。
　
　ｂ．労働組合に寄せられる苦情や相談とその対応⒁

　ここでは，派遣労働者が労働組合に寄せる不満や苦情から，労働組合はこの問題をどのように解
決しているのかを見ていこう。この点を見ることで，派遣会社に対して派遣労働者の発言力が弱い
労使関係では表出しない派遣労働者の不満が明らかとなろう。
　派遣労働者が組合経由でA社に苦情を伝える方法は三通りある。組合執行部に申し出る方法，年
に三回から六回開催する組合主催の意見交換会，年二回開催される定期総会のうち夏に開催される
定期総会で発言する方法である。
　契約期間中に一時的に生じた個別的な問題について，派遣労働者が組合に寄せる相談は，大きく

雇用主としての派遣会社の役割（鹿生治行）
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派遣先企業とA社に関わる相談に分類できる。前者の問題については，労働組合は派遣先企業と直
接交渉することはない。派遣先企業に関わる問題でも，労働組合は派遣会社との交渉で解決できる
問題を扱う。例えば，危機管理上の問題から派遣先企業が派遣労働者に携帯電話を貸与するが，派
遣労働者が携帯電話を紛失し，派遣先企業から損害賠償を求められたケースがある。この時，派遣
労働者は，損害賠償請求を不服とした。この問題に組合は，A社と派遣先企業間で借用物に対する
契約を結んでいないA社に一定の責任があるとして，損害賠償費用の一部負担を派遣会社に申し立
て，要求が通った。後者の問題については，例えば，A社による仕事の紹介方法に不満があり，組
合員が組合に相談する場合である。この場合，組合執行部の立会いの下，仕事を割り振るA社の担
当者から組合員は説明を受ける。しかし，組合は組合員が抱えたすべての問題を取上げ，A社と交
渉するわけではない。労働組合はA社に苦情を申し立てる前に，その原因を突き止め，派遣労働者
の申し立てに妥当性があるかを検討する。労働組合が組合員の苦情を選別する機能を果たしている。
　組合が機能するのは，契約期間中に，それも一時的に発生した個別的な苦情や相談への対応だけ
ではない。労働組合は会社控除率の変更や個人情報の管理方法，業務後から次の業務までの休暇日
数の設定や，A社が事務スタッフを雇用する場合など，組合員全体に関わる企業経営や労働条件の
決定方法についても発言をする。会社控除率の改定を例にとると，二ヶ月に一度開かれる組合の執
行部と経営側で行われる労使懇談会にて経営側が会社控除率改正の提案をした。それに対し，組合
は，組合内で意見交換会，定期総会の決議を経て，対案を提出した。協議の末に労働協約を結ぶが，
控除率の算定式に定期総会参加や組合主催の勉強会の参加をポイント換算して組み入れること，ま
た，仕事へのやる気を引き出すために派遣労働者のランクを従来の4つから11に増やすなど，組合
の意見が反映されることになった。なお，個別的な苦情と組合員全体に関わる苦情を併せ，組合が
A社に交渉するのは毎年年間10件前後であるという。
　A社の労働組合は，厚生労働省「派遣労働者調査」（2002年度実施）の派遣会社への要望（登録
型の場合）に見るように，例えば，「勤続年数により給与を上げてほしい」（57.9％），「継続的に仕
事を提供してほしい」（50.3％），「諸手当を充実してほしい」（44.5％），など，派遣会社が設定する
労働条件や経営事項について発言していることがわかる。
　以上，本節では，A社が，派遣先企業ならびに派遣労働者から寄せられる苦情や相談に対して，
どのような方法をもって対処しているのかを見てきた。派遣労働者からの相談や苦情は，賃金等労
働条件の設定方法や企業経営に関する不満から，契約期間中に発生した契約不履行の問題や人間関
係の問題まで，多岐に亘る。一方，派遣先企業からは，人材のミスマッチや労働者の勤務態度など
の問題が寄せられている。A社による苦情処理過程を見ると，職場の人間関係など契約に明記しに
くい問題や，著しく契約を逸脱していない不満や問題への対応は困難を要する。しかし，現行法下
でも，賃金や仕事内容など契約に明記される範囲ならびに法律に抵触する問題に対して，A社は，
交渉主体者ならびに就業条件を維持向上する雇用主としての役割を果たしている。これは，労働者
保護の観点から企業経営を行うことが一つの要因として挙げられようが，この主たる要因は，A社
が不満や問題を捉え，この原因を把握していることにある。
　一方，派遣業界全体を見ると，就業時に不満を感じた労働者は全体の3分の1と少ないものの，
派遣会社は，派遣労働者が抱える不満や問題を十分に解決していないことが分かる（表4）。また，
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そもそも問題や不満を抱えた派遣労働者は派遣会社に苦情を述べていない（表3）。ここから，派遣
会社が派遣労働者の就業環境や労働条件を十分に保護する役割を果たしているとは言いがたい。問
題を抱えた労働者は派遣会社が問題を解決することを期待するか，あるいは他社や他の就業形態に
移動することになる。A社の事例から類推すると，派遣労働者が苦情を伝えない理由は三点考えら
れる。第一に，派遣労働者は労働条件の設定方法や経営事項への不満を派遣会社に発言する機会が
ないことに原因がある。これは，表3の「給与等賃金関係に不満がある」労働者が派遣会社に申し
出ないこと，また，36協定の締結状況⒂の低さから，傍証できる。第二に，生じた問題に対して派
遣会社の社員が問題処理能力を欠くこと，第三には，派遣会社は人間関係の問題を解決しにくいこ
とに原因があるといえる⒃。

すべて解決した ほとんど解決した あまり解決しなかった 全く解決しなかった 不　明 総　数
5.7 15.5 37.2 28.0 13.6 100.0(1140)

表4　苦情の解決状況
％，（　）内は件数

（資料出所）厚生労働省「派遣労働者調査」（2002年実施）より表記方法を一部修正
注） 派遣労働者による苦情申し立て先は派遣会社だけではない。苦情先として，「派遣元責任者」が63.5%，「その他の派遣会社

の担当者」が15.9%，「派遣先責任者」は19.5％，「その他の派遣先の担当者」が6.5％，「公共職業安定所」が0.9%，「公共
職業安定所以外の行政機関」が0.5％，「不明」が5.2％である。

　しかし，派遣会社は派遣労働者が抱えている問題や不満を解決する誘因はある。相談窓口を設置
し，また，労働者の不満をアンケート調査から捉えようとする派遣会社もある。これは，労働者が
問題を抱え，それを派遣会社が解決できないと分かれば，派遣労働者は他社や他の就業形態に移動
する可能性が高まるためである。派遣労働者の移動性向が高まれば，適切な人材を派遣するために
必要となる派遣会社の人事管理施策が機能しなくなるのである。この点は，次節で検討しよう。

３　労働条件向上のための人事管理施策

　次に，A社の事例をもとに，派遣先企業や派遣労働者が抱える不満や問題を未然に防ぐための人
事管理施策とこれらが機能する条件を検討しよう。なお，本節では，人事評価と教育訓練に着目す
る。
　第一に，人事評価を取り上げる理由は，派遣先企業に派遣労働者の事前面接を行う余地を与えず⒄，
また，人材のミスマッチを避けるには，労働者の評価が欠かせないためである。この点を見るため
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⒂ 　一日8時間あるいは週40時間を超えて残業する場合に労働基準法第36条において，労使協定の締結者である

過半数組合がないときに労働者の過半数代表を選出する必要があるが，登録型派遣の場合，「選出していない」
が32.6％，「候補者を選定し同意を求めた」が14.2％，「候補者を複数明示し賛否を求めた」が2.3％，「その他の
方法」が10.3％，「Ｎ．Ａ」が40.6％であった。

⒃ 　「職場でこのように思うとか，「辛いのですけど」といって職場で改善する。（中略）逆に派遣元にいって派
遣元から派遣先に言ってもらうことは，私の中では思いもよらなかったですし，解決するということは契約上
のこと，例えば時間のこととか時給に関することなど就業規則に明示されるようなこと位ですけれど。職場で
の困ったことは派遣元にいっても改善されるとはとても思えない。人間関係にひびが入ってしまうかもしれま
せん。」（Dさん30歳代女性）。

雇用主としての派遣会社の役割（鹿生治行）
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に，労働者が派遣されるまでの過程を見よう。派遣先企業から直接派遣の依頼を受けると，仕事を
派遣労働者に割り振る担当者（以下，「アサイナー」と記載する）が過去の経験や適性，前後のス
ケジュールや，家計主体者であるかどうか等を考慮しながら添乗員を選考し，本人に確認を取り派
遣先に回答する。契約の最終的な段階では営業の手を離れ，アサイナーが派遣先企業の担当者と派
遣期間や派遣料金などを決めていく。A社では，派遣先企業より事前面接を求められる場合は，派
遣先企業に法律を説明し，理解を得る方法をとる。以上から，労働者派遣契約の締結に至るまでは，
派遣会社は，派遣先企業の要望や派遣先企業の顧客層を勘案し，派遣先企業の期待に沿う人材を選
定すること，派遣する人材を決定した後には労働者の仕事や能力に応じて労働条件を設定していく
ことが求められていることがわかる。
　第二に，教育訓練を取り上げる理由は，賃金問題の一つの要因といえる労働者の低い市場価値を
高めるには，人的資本投資が必要となるためである。労働力の市場価値を高めるには，派遣労働者
が仕事を通じてキャリア形成する方法があろうが，新卒派遣の場合を除き，多くの派遣労働者は即
戦力として活用される⒅。派遣先企業は，労働力の潤沢な供給量を背景に，派遣労働者に様々な職
務を経験させながら活用することは少なく，教育訓練を実施する場合も，派遣労働者が割り当てた
仕事に素早く適応できるための訓練に留まろう⒆。このため，労働力の市場価値を高めるには，派
遣会社が派遣労働者に，あるいは労働者自身で人的資本投資を行うほかない。
　
　⑴　人事評価
　A社における派遣労働者の評価方法を見ていこう。登録時には，A社の面接官が一時間ほど面接
を実施し，派遣労働者の取得資格や仕事経験を聞き取り（ワープロソフトと表計算ソフトの習熟度，
各社旅行会社は様々なシステムを使用するために各旅行会社のシステムの使用経験と習熟度を確認
する），挨拶の仕方や言葉遣い，また性格診断テストを踏まえて，派遣労働者の「人間性」を把握
していく。後述する研修時には，研修の受講態度や講師が添乗員としての適性を見る。実際，仕事
を紹介するときには，電話応対などから労働者の社会常識をみていく。
　特に，派遣後の評価が重要である。この点を検討するために，以前，A社が派遣契約終了時に派
遣先企業に配布していた調査票を見よう。なお，この調査は，派遣先企業の考課者訓練が困難であ
るために取り止めている。調査票には，①服装・身だしなみ，②マナー・言葉遣い，③社員や派遣

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⒄ 　事前面接は派遣先企業が派遣労働者の「人間性」を含めて選考したいことの表れといえるが，派遣先企業が

時間をかけて事前面接を行なうのは，派遣会社が派遣先企業の社風や求めるスキルに応じて人材を派遣してい
ないことに一つの原因があるといえる。

⒅ 　厚生労働省「派遣元事業所調査」（2002）の，パート・アルバイト・臨時などではなく派遣労働者を受け入れ
る理由（複数回答3つ以内）を見ると，上位3つは，「特別な知識・技術を必要とするため」（40.9%），「欠員補充
等必要な人材を迅速に確保できるため」（38.9％），「雇用管理の負担が軽減されるため」（27.2％）である。

⒆ 　Nollen & Axel（1996）は，賃金や社会保障，生産性，単位コスト，訓練費用，労働移動率を算出し，コア人
材との比較において，企業がコンティンジェントワーカーを活用することにコスト効率性があるのかを分析す
る。例えば，商業銀行の入力オペレーターの場合，コンティンジェントワーカーの労働移動率が高いため，彼
らの教育訓練費用を当該会社が回収できず，費用対効果は低いことを指摘している。
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社員との協調性，④指揮命令者への報告・連絡・相談，⑤仕事に対する積極性，⑥仕事に対する責
任感，⑦仕事の丁寧さ，⑧仕事の正確さ，⑨仕事の速さ，⑩業務上の理解力，⑪接客態度，⑫旅行
業務知識，⑬今回の担当業務に関する知識，⑭今回の担当業務に関する技能レベル，⑮総合評価，
の評価項目が設定され，これを「優れている」から「劣る」までの5点尺度で測る。
　この調査票から分かることを述べよう。第一に，派遣終了後に実施している調査票自体が存在し
たことから，登録時の面接やテストだけでは労働者を評価することは難しいことである。第二に，
派遣会社が派遣後に把握しようと試みていることは，能力（能力評価項目は⑦～⑩，⑫～⑭）から
勤務態度や協調性（情意評価項目は①～⑥，⑪）まで多岐に亘ることである。A社が登録前に評価
できると思われる業務遂行能力を派遣後に把握しようとする理由は，派遣労働者が持つ資格と実際
の業務遂行能力とは必ずしも符合しないことにある。第三に，労働者の仕事の適性は，実際に仕事
を経験しないと分からないことである。例えば，日帰りバスツアーではよく仕事をこなす派遣労働
者が修学旅行の仕事を担当すると学校の先生とコミュニケーションをとるのが苦手である場合があ
る。仕事の適性は，様々な仕事を割り当てて，その都度，派遣労働者の勤務態度や仕事のやり方を
把握して初めて分かるものである。人を評価するには時間を要するのである。
　
　⑵　教育訓練
　A社の事例を見る前に，派遣業界全体における教育訓練の実施状況を見よう。表5を見ると派遣
会社が実施する教育訓練は，マナー研修やパソコン操作が主であることがわかる。同調査では具体
的に派遣労働者が登録する専門職種に合わせた教育訓練を実施しているかどうかをたずねていない
ため，その実施率は不明であるが，実施した場合に記載すると思われる「その他」も19.2％と低い。
ここから，多くの派遣会社において，労働者の専門性を高める教育訓練が実施されていないことが
分かる。この理由を同調査の「教育訓練の問題点」から見ると（表6），上位を占めるのは，登録型
の派遣労働者を抱える一般労働者派遣事業所では「業務の都合で実施しにくい」（42.8％），「教育訓
練を受けてやめてしまう人がいる」（36.2%），「コストがかかりすぎる」（35.0%）である。3次元Ｃ

表5　主な教育訓練の内容（複数回答3つ以内）
MA,%（　）内数は件数

（資料出所）厚生労働省「派遣元事業所調査」（2002年実施）より表記方法を一部修正
注）一般労働者派遣事業所のみ掲載

表6　教育訓練を行うに当たっての問題点
MA,%（　）内数は件数

（資料出所）厚生労働省「派遣元事業所調査」（2002年実施）より表記方法を一部修正　
注）一般労働者派遣事業所のみ掲載

雇用主としての派遣会社の役割（鹿生治行）

パソコン・
ワープロ
操作

ソフトウ
エア開発
関係

一般常識・
教養

語　学 マナー 車輌運転 接　客 営　業 介　護 その他 不　明 計

80 10.9 33.6 5.6 62.4 0.7 25.9 2.6 0.4 19.2 3 100(691)

自社に教
育訓練実
施に係る
ノウハウ
がない

実施すべ
き教育訓
練の内容
の把握が
難しい

業務の都
合で実施
しにくい

コストが
かかりす
ぎる

労働者が
受講を希
望しない

予定した
教育訓練
の効果が
得られに
くい

教育訓練
を受けて
やめてし
まう人が
いる

教育訓練
による技
能の向上
を評価す
るノウハ
ウがない

その他 不　明 計

12.9 18.2 42.8 35 18.7 17.8 36.2 15.2 3.5 8.0  100（691)
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ＡＤ等の高度な研修プログラムを提供する派遣会社もあるが，派遣業界全体の傾向として，派遣会
社が行う教育訓練は派遣労働者が担当する職種を補うに留まることが分かる。
　この理由を，Ａ社の取り組みを見ることで検討することにしよう。A社の事務派遣の場合は，
ワープロや表計算ソフトの練習，マナー研修などは会社負担で実施する。航空会社や旅行会社毎に
専用の端末があるが，機器操作の訓練が必要な場合，派遣労働者は外部の研修機関と提携している
研修プログラムに自己負担で参加する。元々，A社が設定する登録基準は旅行業務の基礎知識があ
る旅行業経験者となっている。この時，一年以上のブランクがない労働者が望ましいという。この
ため，派遣会社は旅行業全体の仕事の流れや仕事の進め方を教える教育訓練費用を節約し，派遣労
働者の技能水準を保つことができる。一方，添乗員の場合は，未経験者でも派遣の仮登録が可能で
あることから，登録条件は低いことがわかる。A社が実施する研修内容を見ると，未経験者と著し
く経験が不足する添乗員向けに添乗員資格取得を目的とした国内基礎研修を行っている。これは，
添乗員サービス協会が実施する試験を想定した教育訓練である（35時間）。同時にバスの実地研修
がある（一日）。これは，主任者証を発行するために行う研修である。以上は，会社負担で実施する。
さらに，海外の添乗業務に必要な資格がある。この資格取得のための研修も会社負担で実施するが，
海外の実地研修は派遣労働者の実費負担で実施する。また，会社控除率を定めているランクを昇格
するには必須の研修を受講し，認定を得る必要がある。この研修には中級研修と上級研修があり，
会社負担で実施している。その他には，労働組合が実施する研修がある。例えば観光シーズンにあ
わせて，ベテランの添乗員が講師を務め，講習会を年に数回開催している（3時間から7時間）。
　それでは，添乗員派遣と事務派遣の間で派遣労働者の登録条件と教育訓練の内容に差が生じるの
か，この理由を見ていくことにしよう。この点を検討することは，表5 ・ 6で見た派遣会社が専門
的な教育訓練を実施できない理由と，派遣会社が人的資本投資を行う前提条件の理解に繋がる。こ
こでは，特に，A社の意思決定に着目したい。
　研修プログラムの差は，派遣労働者が担う仕事の差によるところが大きい。添乗員業務の場合，
正社員よりも派遣労働者のほうが旅行先の現地情報に詳しく，添乗技術も高いことから，旅行会社
は正社員よりも派遣労働者を活用するという。派遣労働者の担当業務は正社員の指揮命令の下で行
う補助業務ではなく，派遣労働者が添乗に関わるすべての業務を担当する。これゆえ，後述する事
務派遣のように旅行会社毎に派遣労働者の仕事内容に差が生じるのではなく，仕事内容の差は添乗
先や観光地毎に生じることになる。また，添乗業務において派遣会社が担う職務の幅は広い。添乗
業務では，派遣労働者に代替する外部労働市場の労働者が存在しないという。旅行会社は顧客を維
持する必要があるため，仮に補助要員としても学生アルバイトを使わない。また，もとより旅行会
社は派遣会社から添乗員を確保することが多いため，旅行会社が他の就業形態の人材を採用するこ
とは困難となるという。このため，A社が担う仕事の質はマニュアルに沿った仕事から特殊なスキ
ルを必要とする仕事まで幅広くなり，A社は新人の派遣労働者を育成しながら活用できることになる。
　一方，後者の事務派遣の場合，派遣労働者は即戦力として活用される。旅行会社は，単に人手不
足の時，旅行業関連の専門学校生を実務研修生として活用できるという。相対的に人件費の高い派
遣労働者は即戦力として活用される。派遣労働者は派遣先企業の指揮命令者の下で，業務を遂行す
る。旅行会社毎に仕事の進め方，チケット予約などの使用機材，商品展開に違いがあるので，派遣
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労働者は汎用的な仕事を担うだけでなく，旅行会社特有の仕事をも担う。それゆえ，A社が全ての
旅行会社に対応する教育訓練を行うには，広範な研修プログラムを準備することが求められる。こ
れには，多大なコストがかかる。また，当該派遣先企業に特有の技術を習得させるために研修を行
うとしても，訓練終了後に当該派遣会社に仕事を紹介できなければ，訓練した能力が活用されず，
人的資本投資が無駄になる。
　仮令，事務派遣が添乗業務のように業務内容に汎用性が高くなる場合でも，次に人的資本投資の
回収の問題が生じる。人的資本投資の回収期間は実施する研修内容によって変わる。ここではA社
添乗員の新人研修を例に見てみよう。教育訓練にかかる費用は一人当たり5万円と試算している。
新人は試用期間中（3ヶ月）に計30日間の添乗を行うが，A社はこの時期に教育訓練費用を回収す
る（一日あたり1500円）。しかし，A社では計算どおりに訓練費用を回収できず，結局採算を度外
視して研修を実施しているという。これは，①受講生の人数が少なすぎて単価が高くなること，②
新人が担当する仕事は派遣料金が安く一日1500円の収入が確保できないこと，③経験が不足してい
る新人はミスをしやすく，A社が負担する損害賠償額がかさむことに原因がある。このため，派遣
労働者が同社に長期間定着することによって，はじめてA社は人的資本投資の費用を回収できる。
しかし，元々，派遣労働者は移動性向が高く（図2），労働者派遣法第33条において，他社や他の
就業形態への派遣労働者の移動を派遣会社が妨げることを禁止している。そのため，A社をはじめ
とした派遣会社が教育訓練を実施しても，人的資本投資分を回収できないし，更には他社にフリー
ライドされる可能性が生じることになる。

57.7 16.0 13.6 4.0 5.1 2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1社 2社 3社 4社 5～6社 無回答

図2　登録している派遣会社数（n=575）

（資料出所）東京都労働経済局「派遣労働に関する実態調査2002」

　A社の事例を踏まえると，派遣会社が教育訓練をおこなう問題点として，「コストがかかる」，「業
務の都合で実施できない」ことを主たる理由に掲げていた原因は二つあると考えられる。第一に，
派遣労働者は派遣先企業の特有の仕事を担うため，派遣会社が派遣労働者の担当するあらゆる仕事
に応じた研修を実施しようにも，多種多様な研修制度を設けることは費用の面で無理があること。
第二に，研修プログラムが提供可能でも，派遣会社が派遣労働者に適切な仕事を紹介することと派
遣労働者の移動を抑止することができなければ，派遣会社は訓練費用を回収できないことである。
このため，派遣会社が研修プログラムを充実させていくには，派遣会社が汎用性の高い仕事を担う
だけでなく，添乗員派遣に見るように派遣労働者のキャリアパスを描くことができる関連する仕事
を一括して担うこと，同時に派遣労働者が派遣会社に長期間定着する条件が満たされる必要がある。
　以上，本節では，派遣会社が人事評価と教育訓練を行う前提条件について検討してきた。これら
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の施策を派遣会社が効率的に実施するには，派遣労働者が派遣会社に定着しなくてはならない。こ
のため，派遣会社が派遣労働者の定着策を講じなければ，派遣先企業に適切な人材を派遣できない。
これを派遣労働者側から見れば，能力が適切に評価されないままに派遣会社から仕事が割り当てら
れ，労働者自身で人的資本投資を行わざるを得ないことを示している。この条件下では，派遣労働
という就業形態を通じて，労働者が自身のキャリア計画に沿って職業生活を送ることは困難となる
であろう。
　

結びに代えて
　
　本稿では，A社の苦情処理ならびに人事評価と教育訓練の方法を見てきた。そこで，本節では，
本稿の課題に立ち返り，労働者派遣事業には免れることができない制約があるのか，そして派遣会
社が派遣労働者の就業環境や労働条件を維持向上するために必要となる条件を検討して，結びとし
たい。
　先行研究が指摘する労働者派遣事業の問題は大きく三つあるが，第一の問題である労働者派遣契
約後に生じた契約不履行や中途解約については，A社は労働者派遣法や労働者派遣契約に則して問
題を処理している。第二の問題である事前面接や二重派遣を始めとした違法行為はA社では行なわ
れていない。仮令，労働者派遣法が遵守されていようとも，派遣労働者の職業生活が安定すること
にはつながらない。そこで，第三の問題である派遣労働者の労働条件を見る必要がある。まず，賃
金についてであるが，旅行業界が価格競争に晒され，またA社にも競合他社が存在する中でも最高
賃金は上昇していることを確認した。しかし，先行研究が指摘した問題は賃金の問題に限らない。
残業時間の増加や契約期間の短期化については，これが当該派遣先企業に特有の問題である場合は，
派遣会社が他の企業の仕事を派遣労働者に紹介できよう。しかし，この問題が派遣業界全体に見ら
れる長期的なトレンドであるならば，A社もこれに対応せざるを得ないといえる。また，米国同時
多発テロの時期に派遣労働者の就業機会が減少したが，このように派遣先企業の業界全体の業績が
悪化した時には，A社が派遣労働者の雇用機会を創出するなどして，これに対応することは困難を
要する。
　A社の苦情処理の実態を見ると，A社においても，労働者に雇用の場を安定的に供給し，賃金の
変動を抑制すること，また職場の人間関係の問題をはじめとした，派遣労働者が抱えるすべての問
題を解決することはかなわない。しかし，A社では違法行為や契約不履行などの問題を解決し，他
方，人事評価や教育訓練を通じて，雇用の不安定性や賃金の低下などの問題を軽減することに成功
している。これは，A社が派遣先企業に対して良い労働条件を設定する交渉力と問題への解決能力
を保持すること，そして派遣労働者とA社間で対等な労使関係を築くという条件を満たしたためで
あろう。これが，派遣労働者による同社への定着性を高めることになり，A社の人事評価や教育訓
練ならびに苦情処理が機能することで，派遣労働者の就業条件を一層高めることに繋がったといえ
る。ここから，上記の条件を満たせば，派遣会社は労働者派遣事業が抱える問題を軽減できると考
えられる。
　それでは，A社の分析を踏まえて，先行研究が指摘する問題が生じる原因を検討することにしよ
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う。先行研究が指摘する問題が生じる原因の一つには，二重あるいは三重派遣等に見られるように
設立の主旨からしてピンはねを目的とした派遣会社の存在によるものもある。しかし，そのような
派遣会社を除いた派遣会社においては，A社と出自が違うものの，競合他社から競争優位を確立す
るには，やはり優秀な人材を確保し，労働者の職務遂行能力や適性ならびに人間性を評価し，更に
労働力の市場価値を高めて派遣先企業が要望する人材を派遣することが求められている。また，派
遣会社が法を無視した企業経営をおこなえば企業の正当性を失いかねない。ここから，派遣労働者
の不満や問題を解決する誘因は派遣会社にあるといえる。
　それにもかかわらず，先行研究が指摘する問題はなぜ生じるのであろうか。この原因は，派遣会
社は，元々労働者の移動性向が高いことと労働者派遣法の規制力の弱い条件下で企業経営を行わざ
るをえなく，派遣労働者の就業環境や労働条件を維持向上する派遣会社の誘因が弱いことにあると
考えられる。第一に，派遣労働者の移動性向の高さであるが，これは本稿で検討したように派遣会
社が派遣労働者の移動を抑止することは労働者派遣法で禁じているし，派遣労働者は派遣会社に多
重登録している場合が多い。派遣会社が派遣労働者の定着率を高めるには，高い賃金を設定し，派
遣労働者に契約の切れ目なく仕事を見つける方法がある。しかし，派遣労働者の組合加入率は低い
し⒇，また，表3に見たように，派遣労働者が派遣会社の企業経営に発言する機会は少ないと考え
られる。このため，労働者が問題を抱えた場合，派遣会社が問題を解決する意図と能力がない限り，
他社や他の就業形態に移動する行動をとろう。第二の，労働者派遣法の規制力が弱いことは，派遣
先企業に対する派遣会社の交渉力を弱め，違法行為を生じさせ，また契約不履行の問題が解決でき
ない原因となる。A社の事例で見たように，派遣会社が派遣先企業に問題を申し立てる基準は，労
働者派遣法や政・省令，労働者派遣契約にある。派遣先企業への交渉の基盤となる法に規制力がな
ければ，違法行為や契約不履行の問題は解消されない。派遣会社が，以上の諸点を前提とした企業
経営を行うことは，派遣労働者の仕事の適性を捉えないままに労働者を派遣し，労働力の市場価値
を高められず，更に，派遣労働者が問題を抱えた時にこれを適切に処理できないことを意味する。
派遣労働の登場が労働者全体の職業観を変えるに至らなかった一つの理由は，この点にあるといえ
る。
　このため，派遣労働者の就業環境と労働条件を維持向上する誘因を，派遣会社に与える方法を検
討しなければならない。ここでは四点ほど挙げよう。第一に，労働者派遣法の運用を管轄している
公共職業安定所の指導・監督体制の強化をおこなうことで，労働者派遣法の規制力を高めることで
ある。派遣先企業に対して労働者派遣法の規制力を高めることは，派遣会社が派遣先企業に対する
交渉力を得る一つの方法となる。第二に，派遣労働者が派遣会社の企業経営に発言できるルールを
整備することである。1998年には紛争解決援助制度が，2001年には個別労働関係紛争解決促進法が
制定されたことにより，派遣労働者が問題を抱えたときに派遣労働者と派遣会社間で問題を解決で
きるようになった。しかし，組合活動に参加している派遣労働者数が少ないなかでは，依然として，
派遣労働者が派遣会社に経営事項や労働条件の設定方法に関する発言機会が乏しいという問題が残
る。この状況下においては，労働者派遣事業適正運営協力員制度が派遣会社に対する監視機関とし
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⒇ 　東京都労働経済局「派遣労働に関する実態調査2002」によれば，労働組合に加入している登録型の派遣労働

者は，全体の4.7％（調査対象者575人中27人）を占めるに過ぎない。
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て機能することが期待される。第三に，厚生労働省や公共職業安定所が派遣会社の財務諸表や就業
条件，当該派遣会社にかかわる過去の裁判内容等の派遣会社情報を公開することである。元々移動
性向が高い派遣労働者に派遣会社を選定するための情報や基準を提示することは，より一層，派遣
会社に優秀な人材を維持し，確保する誘因を与えることになる。第四に，現在では若干数見られる
が，A社に見るような労働者保護の観点から経営をおこなう派遣会社を設立し，派遣労働者の就業
条件の「相場」を形成することである。これは労働組合に期待されていることである。

＊ 本稿の作成にあたっては，菊野一雄教授（立教大学），井上雅雄教授（立教大学），中村圭介教授（東京大学），
匿名のレフリーの先生方より，懇切丁寧なご指導やご助言を戴いた。また，聞き取り調査には，A社社長をはじ
め，A社社員の方々，派遣労働者の方々，本稿では十分に引用できなかったがA社以外の派遣会社の広報や営業
担当の方々，ならびに労働組合活動に携わる方々に，貴重なお話を戴いた。記して感謝の意を表したい。もち
ろん，本稿に関わるすべての責任は筆者が負うものである。

（かのう･はるゆき　立教大学大学院経済学研究科在籍）
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